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創
立
90
周
年
記
念

第
26
回
石
高
マ
ラ
ソ
ン

大
会

通
行
等
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ご
協
力

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
沿
道
か
ら
の
ご
声
援
も

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■
日
時

11
月
５
日
㈬
（
予
備
日
６
日
）

・
男
子
ス
タ
ー
ト

午
前
10
時
10
分

・
女
子
ス
タ
ー
ト

午
前
10
時
20
分

■
コ
ー
ス

男
子
15
・
９
㎞

女
子
８
・
３
㎞

■
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
県
立
石
橋
高
等
学
校

☎（
53
）２
５
１
７

毎
年
10
月
は

全
国
不
正
軽
油
撲
滅

強
化
月
間
で
す

不
正
軽
油
に
関
わ
っ
た
者
は
す

べ
て
罰
則
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

不
正
軽
油
と
は
、
軽
油
引
取
税

の
脱
税
を
目
的
に
、
軽
油
代
替
燃

料
と
し
て
灯
油
や
重
油
を
混
和
す

る
等
し
て
使
用
す
る
も
の
で
す
。

知
事
の
承
認
を
受
け
ず
に
自
動

車
の
燃
料
と
し
て
灯
油
や
重
油
な

ど
を
使
用
す
る
と
、
罰
則
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い

不
正
軽
油
に
関
す
る
情
報
は
、

「
不
正
軽
油
１
１
０
番（
☎
０
２
８

２（
２
３
）３
８
６
２
）」
に
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

栃
木
県
税
事
務
所

軽
油
引
取
税
調
査
担
当

☎
０
２
８
２（
23
）３
８
６
２

自
動
車
事
故
に

遭
わ
れ
た
方
へ

○
重
度
障
害
者
介
護
料
支
給
制
度

■
対
象
者

自
動
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
事
故
に

よ
り
、
重
度
の
後
遺
障
が
い
を
も

つ
た
め
、
日
常
生
活
動
作
に
常
時

ま
た
は
随
時
の
介
護
が
必
要
な
状

態
の
方

※ 

対
象
者
、
支
給
額
等
の
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
育
成
資
金
貸
付
制
度（
無
利
子
）

■
対
象
者

保
護
者
の
方
が
自
動
車
、
オ
ー

ト
バ
イ
事
故
に
遭
わ
れ
て
亡
く
な

ら
れ
た
り
、
重
い
後
遺
障
が
い
を

残
す
こ
と
と
な
っ
た
ご
家
庭
の
中

学
生
以
下
の
方

■
貸
付
金
額

・
一
時
金 

１
５
５
，０
０
０
円

・
月
額 

２
０
，０
０
０
円

・
入
学
支
度
金 

４
４
，０
０
０
円

■
返
還
方
法

卒
業
後
20
年
以
内
の
均
等
払
い
。

（
高
校
・
大
学
等
へ
進
学
し
た
場

合
は
、
在
学
期
間
中
返
還
猶
予
さ

れ
ま
す
。）

■
問
い
合
わ
せ
先

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
自
動
車
事
故
対

策
機
構
栃
木
支
所

☎
0
2
8（
6
2
2
）9
0
0
1

自
賠
責
が
あ
な
た
と
家
族

を
守
り
ま
す

平
成
25
年
の
事
故
発
生
件
数
は

約
63
万
件
、
死
傷
者
数
は
約
79
万

人
と
、
国
民
の
誰
も
が
交
通
事
故

の
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
り

得
る
極
め
て
深
刻
な
状
況
で
す
。

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
加
害

者
の
賠
償
責
任
を
担
保
す
る
こ
と

で
、
被
害
者
の
基
本
的
な
賠
償
を

保
障
す
る
制
度
で
、
被
害
者
の
救

済
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
、
よ
り
一
層
自

賠
責
制
度
の
役
割
や
重
要
性
、
保

険
金
・
共
済
金
の
支
払
い
の
し
く

み
な
ど
を
十
分
に
理
解
・
認
識
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

■
自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の

運
行
は
法
令
違
反
で
す
！

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
基

づ
き
、
原
動
機
付
自
転
車
を
含
む

す
べ
て
の
自
動
車
に
加
入
が
義
務

付
け
ら
れ
て
お
り
、自
賠
責
保
険
・

共
済
な
し
で
運
行
す
る
こ
と
は
法

令
違
反
で
す
！

■
問
い
合
わ
せ
先

国
土
交
通
省
関
東
運
輸
局

自
動
車
交
通
部
旅
客
第
一
課

☎
０
４
５（
２
１
１
）７
２
４
５

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

男子ルート
女子ルート

姿
川

石橋高校

古山小学校
JA石橋ライスセンター

石橋中学校

上河原橋

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

北関東
自動車

道

くらしの情報


